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はじめに 

 

 教育には、教育基本法が定める普遍の使命のもとに、時代の要請を取り入れて

いく姿勢が基調にあります。社会情勢が大きく変化する今日、教育の最大の使命

は、子どもたち一人ひとりに様々な出会いや経験の機会を提供し、心豊かで多様

な人間性を育みながら、これからの激動の時代を生き抜いていくための力を養

うことです。 

 第 3 次「安芸高田市教育大綱」は、学校現場の最前線で活躍する教職員や子ど

もたちの教育環境の創出と幅広い生涯学習活動の促進のため、一丸となって取

り組みを進める道標となるものです。 

誰ひとりとして取り残されず、安芸高田市で学ぶすべての子どもたちが将来

の社会で自立して生きていける力を育むとともに、市民一人一人が自己の成長

のため生涯にわたって学び続けられる環境を整備していきます。 

 

今後も教育委員会と認識を共有しながら、学校、家庭、地域と連携・協働する

ことで、安芸高田市の教育がより向上するよう総合的に施策を推進します。 

 

 

2025 年 3 月 

 

                    安芸高田市長 藤本 悦志 
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１ 大綱策定の趣旨と位置付け 

 

平成27年4月1日に施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律（以下「改正法」という。）」第1条の3の規定により、地方公共団

体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実

情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の

大綱を定めることとされました。 

この大綱は、市長と教育委員会で構成する「安芸高田市総合教育会議」において

協議、調整した上で策定するもので、本市の教育行政を推進するための基本指針と

なるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 大綱策定の趣旨と位置付け 

【個別計画】 

安芸高田市教育振興基本計画 

教育大綱の位置付け 

安芸高田市総合計画 国 

の 

教 

育 

振 

興 

基 

本 

計 

画 

 

参酌 
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２ 関連計画等との整理 

 

本大綱は、「第2次安芸高田市総合計画（以下「総合計画」という。）」に掲げる

将来像『人がつながる田園都市 安芸高田』を実現するため、教育分野において重

点的に取り組むべき施策の方針を定めたもので、具体的な各事業については、個別

計画として「安芸高田市教育振興基本計画」等を策定します。 

 

 

 

３ 大綱の期間 

 

大綱の対象範囲は、市全体の視点を踏まえて、0歳からの家庭教育、学校教育、及

びそれに連携するスポーツや文化などの生涯学習に関する分野とします。 

 

 

 

３ 大綱の期間 

 

大綱の対象期間は、文部科学省初等中等教育局長通知において、4年～5年とされ

ており、本市においては2024年度から2027年度までの4年間とします。 

 

 

 

 

 

市民一人一人が豊かな人生を送るため、その生涯にわたって、あらゆる機会に、

あらゆる場所において学習ができるよう、家庭教育、学校教育、社会教育を推進し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 関連計画との整理 

4 大綱の期間 

5 基本理念 

3 大綱の対象範囲 



5 

 

５ 今後取り組むべき施策 

 

基本方針 1 → 子どもたちの生きる力を育む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針２ → 市民の生涯学習を促す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 目指す施策の方向 

＜施策の方向＞ 

安芸高田市の子どもたち一人一人が、自身の可能性を認識するとともに他者を

尊重し、様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓いていけるよう、総

合的な生きる力が備わる教育を推進します。 

 

＜主要な取組＞ 

・経済的な負担を軽減する 

・生活空間における安全を確保する 

・施設の快適性を高める 

・社会参画の意識を育む 

・多様な学びの場を確保する 

・教職員の働き方改革を進める 

 

＜施策の方向＞ 

安芸高田市民が生涯を通じて自ら学べる環境の整備に取り組みます。また、心

身のリフレッシュや日々の生活の充実のため、全ての市民が、スポーツや文化・

芸術に親しめるよう、施設の充実や各種活動の振興を図ります。 

 

＜主要な取組＞ 

・スポーツ振興団体を育成する 

・公共施設の魅力を高める 
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おわりに 

 

全ての市民が教育の恩恵を享受できる社会の実現を目指します。とりわけ、子ども

たちが広く社会に貢献する人材となるのが何よりの願いです。 

そのためにも、市長部局と教育委員会が本大綱をそれぞれ尊重し、強く連携した上

で各施策を推進していきます。 

 

 

関係法令条文（抜粋） 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（大綱の策定等） 

第1条の3 地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参

酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関

する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。 

2 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじ

め、次条第1項の総合教育会議において協議するものとする。 

3 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

4 第1項の規定は、地方公共団体の長に対し、第21条に規定する事務を管理し、又は

執行する権限を与えるものと解釈してはならない。 

○教育基本法 

（教育振興基本計画） 

第17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教

育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項

について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければ

ならない。 

2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体

における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければ

ならない。 
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安芸高田市教育大綱 

〒731-0592 

広島県安芸高田市吉田町吉田 791 番地 

広島県安芸高田市総務部総務課 

TEL  0826-42-5611   FAX  0826-42-4376 

〒731-0501 

広島県安芸高田市吉田町吉田 761 番地 

広島県安芸高田市教育委員会教育総務課 

TEL  0826-42-0049   FAX  0826-42-4396 


